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企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
九
条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
を
指
定
す
る
件
（
令
和
八
年
金
融
庁
告
示
第
三
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
加
え
る
。 
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企
業
内
容
等
の
開
示
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関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号

　

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号

）
第
十
九
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
サ
ス
テ
ナ
ビ

）
第
十
九
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
情
報
の
作
成
及
び
開
示
に
関
す
る
基
準
は
、
公
益
財
団
法
人
財
務
会
計
基

リ
テ
ィ
情
報
の
作
成
及
び
開
示
に
関
す
る
基
準
は
、
公
益
財
団
法
人
財
務
会
計
基

準
機
構
（
平
成
十
三
年
七
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
財
務
会
計
基
準
機
構
と
い
う

準
機
構
（
平
成
十
三
年
七
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
財
務
会
計
基
準
機
構
と
い
う

名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
設
置
し
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委

名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
設
置
し
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委

員
会
に
お
い
て
作
成
が
行
わ
れ
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
作
成
及
び
開
示
に

員
会
に
お
い
て
作
成
が
行
わ
れ
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
作
成
及
び
開
示
に

関
す
る
基
準
で
あ
っ
て
、
令
和
八
年
六
月
十
一
日
ま
で
に
同
委
員
会
の
名
に
お
い

関
す
る
基
準
で
あ
っ
て
、
令
和
八
年
三
月
十
三
日
ま
で
に
同
委
員
会
の
名
に
お
い

て
公
表
が
行
わ
れ
た
別
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

て
公
表
が
行
わ
れ
た
別
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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［略

］

　

 

［同
左

］

 

　

　

　

 サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開

 
温
対
法
に
お
け
る
Ｓ
Ｈ
Ｋ
制
度
の
定
め
る
方
法
に

　

 

［項
を
加
え
る

。

］

　

 示
実
務
対
応
基
準
第
１

 
よ
り
測
定
し
報
告
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
を
用

　

 号
い
て

「気
候
基
準

」の
定
め
に
従
う
場
合
の
開
示

　
備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

  


